
都道府県において確認すべき事項と県内の状況等

確認事項 県内の状況等 今後の対応等 

① 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、麻酔科

及び救急科については、都道府県ごとに複数の基幹施設が置か

れていること。 

対象となる診療科の全てで複数の基幹施設が置かれている。 今後も対象となる診療科の全てで複数の基幹施設が置かれてい

るか注視していく。 

② 各都道府県のキャリア形成プログラムの運用において、各診

療科別の専門研修プログラム定員配置が適切なものであること。

自治医科大学卒業医師及び地域枠医師が専門研修を行うことが

できる県内医療機関の各診療科別の専門研修プログラム定員配置

は適切である。 

今後も、自治医科大学卒業医師及び地域枠医師が専門研修を行

うことができる県内医療機関の各診療科別の専門研修プログラム

定員配置が適切に行われているか注視していく。 

③ 各研修プログラムが都道府県内の医師確保対策や偏在対策に

資するものとなっていること。 

・診療科別の専門研修プログラムの定員配置が医師少数区域な

どに配慮されていること。 

・各プログラムの連携施設が、各都道府県の偏在対策に資する

ものであること。 

皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、

病理、臨床検査及び形成外科については、医師多数区域の基幹施

設のプログラムのみではあるが、医師多数区域以外の区域に所在

する医療機関が連携施設となっていることから、概ね各研修プロ

グラムが県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなってい

る。 

今後も、各研修プログラムが県内の医師確保対策や偏在対策に

資するものになっているか注視していく。 

④ 専門医の取得と併せて臨床研究に従事する医師を養成する臨

床研究医コースをシーリングの枠外にて 40 名から設けること。

 （臨床研究医については参考資料２－４を参照） 

本県の医療提供体制の確保の観点からは、重大な影響を与える

ものではないと考えられる。 

今後も国及び専門医機構の動きを注視していく。 

⑤ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点か

ら、地域枠の従事要件に配慮された研修プログラムであること。

愛知県の地域枠医師へ推奨する診療科（内科、外科、整形外科、

救急科、麻酔科、小児科、産婦人科、総合診療科）の全てで医師

多数区域以外の区域に所在する複数の基幹施設が置かれているこ

とから、概ね本県地域枠の従事要件に配慮された研修プログラム

となっている。 

今後も地域枠の従事要件に配慮された研修プログラムになって

いるか注視していく。 
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